
（様式第１号）

交流共創部　観光文化振興課

指 摘 事 項 措 置 状 況

ア　契約事務

イ　文書取扱事務

指摘事項を修正しました。封入することの意義
についての説明・認識付けを行いました。今後
は不備がないよう手続きします。

監査期間　　　　令和 ６ 年 ５ 月 ７ 日から

令和 ６ 年 ５ 月３１日まで

検 証 結 果

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

　　　２ 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　　　　　また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。

　　　　業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。

（注）１　｢指摘事項｣の欄は、「定例監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。

　　　３　｢検証結果｣の欄は、措置状況報告書が提出された４～６ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の

直ちに正しい決裁区分に修正しました。今後は
決裁規定に基づき適正に処理します。

(ｱ)予定価格書を封入していないものがあった。
【契約規則第 13 条】

(ｲ)完了届の受領、検査調書の作成及び検査結果
通知書が未実施なものが散見された。
【契約規則第 44 条、48 条、49 条】

(ｳ)検査職員の任命が未実施であった。
【「物品・役務」の契約事務の手引き】

(ｴ)収入印紙の貼付金額に誤りがあった。
【印紙税法】

(ｺ)随意契約の根拠条文の誤りがあった。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

(ｱ)３日以内に出張復命が行われていないものが
あった。 【服務規程第 17 条】

(ｲ)文書管理システムに登録されていないものが
あった。 【文書取扱規程第 18 条】

(ｳ)出張命令書について、決裁区分に誤りがあっ
た。 【決裁規程別表第 1】

(ｴ)交付決定について、決裁区分に誤りがあっ
た。 【決裁規程別表第 1】

(ｵ)検査結果通知について、公印の使用許可及び
公印の押印もれがあった。【文書事務の概要】

(ｶ)完了届提出前に、完了検査を実施し、合格と
しているものがあった。【契約規則第47 条】

(ｷ)見積書と契約書では、業務内容の仕様が異
なっているものがあった。
【「物品・役務」の契約事務の手引き】

(ｸ)契約書の内容を、ボールペンで印字の上から
修正してあるものがあった。【文書事務の概要】

(ｹ)地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号に基づく契約で、西尾市契約規則に定められた
公表の手続きを行っていないものがあった。
【契約規則第 24 条の 2】

システムに文書を登録しました。今後は確実に
登録を行うようにします。

３日以内に出張復命をするという認識が欠けて
いました。今後は服務規程に則り、適切に事務
処理を行います。

確認不足でした。委託事業者には、所管の税務
署に対し還付請求できる旨を連絡しました。

イベント委託事業等で委託金の支払いが前払い
のものについては特に注意を払います。今後
は、年度末に完了届が未届になっていないかの
確認を徹底します。

指摘事項について、修正しました。今後は確認
を徹底し、適正な事務を行います。

公印取扱い責任者の確認印等の意義を再確認す
るとともに、今後は公印規則に基づき、適正な
事務処理に努めます。

直ちに契約書の仕様を見積書に合わせて修正し
ました。決裁時における確認を徹底します。

契約履行に係る検査の意義についての説明・認
識付けを行いました。今後は、適正な完了検査
に努めます。

直ちに訂正印にて対応しました。字句訂正が必
要な場合には、印字の上からの修正等を行わ
ず、訂正印を押印のうえ訂正するよう徹底しま
した。

指摘事項について修正しました。契約事務を行
う場合には、契約規則を適宜確認し、適正な事
務を行います。



（様式第１号）

　　　交流共創部　スポーツ振興課

指 摘 事 項 措 置 状 況

検査職員の任命が未実施の他、検査調書が作成されていないものが散見された。
【契約規則第 45 条、48 条】

今後、任命漏れや作成漏れが無いようにいたし
ます。

仕様書で定める作業計画書の他、業務責任者について届出を受けていないものが
散見された。 【「物品・役務」の契約事務の手引き】

今後、提出させるよう指示します。

契約書の遅延損害金の遅延利息に誤りがあった。【令和 3 年財務省告示第 49 号】
「政府の定める遅延利息の率により」など表現
を変え、誤りがないようにいたします。

個人情報特記仕様書に係る届が提出されていないものがあった。
【個人情報の取扱いに関する特記仕様書】

今後、提出させるよう指示します。

収入印紙の貼付金額に誤りがあった。 【印紙税法】 
消費税抜きの金額により印紙額を確認し、添付
するよう指示します。

文書管理システムを用いず、起案しているものがあった。
【文書取扱規程第 18 条 】

紙起案の場合は、確実に回議開始をするように
いたします。

監査期間　　　　令和６年５月７日から

令和６年５月３１日まで

検 証 結 果

※　指示事項について、例規や要綱、手引きな
ど、何に基づいて事務を行っており、何が問題
点でどうすれば良いのかということを、職場内
で研修を行い、同様の誤りが再発しないよう防
止に努めます。

指摘事項に係る措置状況報告書及び事務改善状況報告書

　　　２ 「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　　　　　また、措置の内容については抽象的な表現は避け、具体的な措置の内容及び再発防止策を記載してください。

　　　　業務において、定例監査で指摘された事項についてミスの再発防止がされていたかを検証し、その状況を記載してください。

（注）１　｢指摘事項｣の欄は、「定例監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。

　　　３　｢検証結果｣の欄は、措置状況報告書が提出された４～６ヶ月後に監査委員事務局より改善状況報告の依頼をします。措置状況報告後の


